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令和６年度　台風１０号に伴う通行規制（その１０）

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　延岡河川国道事務所長
島　川　　浩　一
宮崎県延岡市大貫町１丁目２８８９

令和　６年　８月２８日

小田開発工業株式会社
大分県佐伯市海崎８４８－１

¥２，８１６，０００－

¥２，８１６，０００－

別紙のとおり



１．業 務 名：

２．履行場所：

３．随意契約の相手方　　　名　称：小田開発工業　株式会社

　　　　　　　　　　　　　住　所：大分県佐伯市海崎848番地の1

　　　　　　　　　　　　　電　話：０９７２－２７－８７３１

４．随意契約適用法令

会計方法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

５．当該業務の目的・内容及び随意契約に付する理由

（１）当該業務の目的

（２）当該業務の内容

（３）随意契約に付する理由

　（随意契約理由書作成者）

　当区間の被害を最小限に抑えるためには、緊急かつ速やかに対策を実施するため
に、東九州自動車道（佐伯IC・佐伯堅田IC）の通行規制を実施する必要がある。
こうした緊急災害時の対応を円滑に行うために、「延岡河川国道事務所における災害
等対応に関する基本協定」に基づき、上記業者に対して、東九州自動車道（佐伯IC・
佐伯堅田IC）の通行規制を要望するものである。
以上により、小田開発工業株式会社を相手方として随意契約を締結するものとする。

道路管理課長

随　意　契　約　理　由　書

令和6年度　台風10号に伴う通行規制（その１０）

延岡河川国道事務所管内

　本件は、令和６年８月２８～３０日　台風10号による東九州自動車道の被害を未然
に防止するため、延岡河川国道事務所災害対策支部より協定区間の通行規制の要請を
行うものとする。

　本工事は、延岡河川国道事務所災害対策支部からの要請により、上記区間の通行規
制を行うものとする。


